
群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金事業実施要綱 

 
（通則） 

第１条 奨学のための給付金の給付に関しては、高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給

付金）交付要綱（平成２６年４月１日文部科学大臣決定。令和４年４月１日一部改正）及び高等学

校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）の取扱いについて（令和５年４月３日付け４文

科初第２７１９号一部改正）並びに群馬県補助金等に関する規則（昭和３１年群馬県規則第６８

号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 給付金 奨学のための給付金をいう。 

二 法 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号）をいう。 

三 国交付要綱 高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）交付要綱（平成２６

年４月１日文部科学大臣決定。令和５年４月３日一部改正）をいう。 

四 国通知 高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）の取扱いについて（令和５

年４月３日付４文科初第２７１９号通知）をいう。 

五 県規則 群馬県補助金等に関する規則（昭和３１年群馬県規則第６８号）をいう。 

六 高等学校等 法第２条に規定する高等学校等（特別支援学校の高等部及び私立の学校を除

く。）をいう。 

七 高校生等 前号に規定する高等学校等の生徒等（法第３条に規定する就学支援金の支給を受け

る資格を有する者及び高等学校等修学支援事業費補助金（学び直しへの支援）の補助対象となる

者（以下「学び直し支援金対象者」という。））をいう。 

八 保護者等 前号に規定する高校生等の保護者等（法第３条第２項第３号に規定する保護者等を

いう。）のうち群馬県内に住所を有する者をいう。 

九 申請者 前号に規定する保護者等のうち給付金の給付を受けようとする者をいう。 

 

（目的） 

第３条 この給付金は、保護者等に対し、予算の範囲内において給付金を給付することにより、高等

学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的

とする。 

 

（給付額） 

第４条 給付額は、別記１（１）に定める給付対象世帯の区分に応じ、次に定める額とする。 

（１）生活保護受給世帯 

 高校生等一人当たり 年額 32,300円 

（２）非課税世帯（前号に該当する場合を除く。） 



ア 高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制課程並びに専修学校の高等課程及び一般課程

の通信制学科（以下「通信制」という。）以外の高校生等一人当たり 年額 117,100円 

イ 通信制の高校生等一人当たり 年額 50,500円 

  ウ 当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で、二人目以降の通信制以外の高等学校等に通う高校生

等及び当該世帯に扶養されている高校生等以外に１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の

扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の、通信制以外の高等学校等に通う高校生等一人当たり  

年額 143,700円 

 （注）通信制の高等学校等又は高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の専攻科に通う高校生等 

を含む複数の高校生等がいる場合には、通信制の高等学校等に通う高校生等は、全て（２）イ 

の単価を用い、通信制以外の高等学校等に通う高校生等は、全て（２）ウの単価を用いる。 

（３）家計急変による非課税相当世帯（第１号又は第２号に該当する場合を除く。） 

第２号の単価を用いる。 

ただし、７月２日以降に家計が急変し、申請があった者については、家計急変の発生した日以 

降の月数（１か月未満は切り捨て）に応じて算定した額を給付する。 

なお、給付額の算定において端数が生じた場合は、小数点以下を切捨てとする。 

 

（給付の回数） 

第５条 給付を受けることのできる回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を

上限とする。ただし、学び直し支援金対象者については、この回数に加えて１回（定時制、通信制

の高等学校等に通う高校生等は最大で２回まで）給付を受けることができる。 

（１）全日制の高校生等一人につき年１回、通算３回 

（２）定時制及び通信制の高校生等一人につき年１回、通算４回 

 

（県内高校生等の保護者等の給付申請） 

第６条 県内の高等学校等に在学する高校生等のいる保護者等のうち、給付金の給付を受けようとす

る者（以下「県内校申請者」という。）は、「群馬県国公立高等学校等奨学のための給付金給付申

請書」（様式第１号）及び別記２に定める証明書類等（以下「申請書等」という。）を群馬県教育

委員会教育長（以下「教育長」という。）に提出しなければならない。 

２ 県内校申請者は、当該高校生等が在学する高等学校等の校長（以下「校長」という。）が定める

日までに、校長を経由して申請書等を提出するものとする。 

３ 校長は、申請書等を受け付けたときは、「受給資格認定申請者等一覧」（様式第２号）に申請の

状況を記載し、申請書等とともに毎年度９月末日まで（７月２日以降に家計が急変した、家計急変

による非課税相当世帯の県内校申請者については、毎年度１月末日まで）に教育長に提出しなけれ

ばならない。 

ただし、教育長がやむを得ないものと認めるときは、教育長が別に定める日までに提出するもの

とする。 

４ 秋入学等７月以降に入学することが定められている高等学校等に、７月以降に入学した高校生

等のいる県内校申請者は、教育長が別に定める日までに申請書等を提出するものとする。 

 



（県外高校生等の保護者等の給付申請） 

第７条 県外の高等学校等に在学する高校生等のいる保護者等のうち給付金の給付を受けようとする

者（以下「県外校申請者」という。）は、前条第１項に定める申請書等に加え、校長が発行する

「在学証明書」を添えて、９月末日までに郵送等により直接教育長に提出しなければならない。 

２ 前条第３項ただし書き及び第４項の規定は、県外校申請者の給付申請について準用する。 

 

（給付資格の認定及び給付額の決定） 

第８条 教育長は、第６条及び第７条の申請書等に基づき、別記１（３）により、給付金の給付資格

の有無を認定するとともに、給付額を決定する。 

２ 教育長は、給付資格の認定及び給付額の決定結果について、申請者に対しては様式第３号の給付

決定通知書又は様式第４号の不給付決定通知書により、第６条第２項の規定により申請書等を経由

した校長に対してはその結果を書面により通知する。 

 

（給付の方法等） 

第９条 教育長は、前条の規定により給付資格認定を受けた申請者（以下「認定者」という。）に対

し、原則として教育長が定める期日に給付金を給付する。 

２ 前項の規定による給付は、金融機関預貯金口座（以下「口座」という。）への振り込みの方法に

よる。 

３ 前項の規定により給付金を振り込む口座は、認定者名義の口座とする。ただし、認定者から、校

長への委任状（様式第５号の１）が提出された場合には、校長が給付金を代理受領し、保護者等が

負担する授業料以外の教育費と相殺できることとする。また、委任状（様式第５号の２）が提出さ

れた場合には、認定者が指定する受任者名義の口座へ振り込むこととする。 

  

（不正利得の返納） 

第１０条 教育長は、次の各号に掲げる場合には、給付金の給付資格の認定を取り消し、併せて給付

額の全部又は一部について返還を求めることができる。この場合、その旨を当該認定者に書面によ

り通知する。 

（１）不正、虚偽、その他不適当な申請を行った場合 

（２）その他給付することが適当でないと教育長が認めた場合 

 

（個人情報の取扱い等） 

第１１条 教育長及び校長は、事務処理に際し、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、書類の

提出方法等について、高校生等及び保護者等のプライバシーに特段の配慮をしなければならない。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。 

 

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１０日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年６月３０日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年６月２５日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年５月１１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年６月２５日から施行する。 

（令和２年度における給付額の特例） 

２ 令和２年度においては、第４条第２号の給付額に、オンライン学習に係る通信費相当の単価 

10,000円を加えた額を給付する。 

３ 令和２年度においては、第４条第３号の給付額に、オンライン学習に係る通信費相当の単価 

10,000円を加えた額を給付する。ただし、７月以降に家計が急変し、申請があった者については、 

家計急変の発生した日以降の月数（１か月未満は切り捨て）に 1,000円を乗じた額を給付する。 

（令和２年度における給付の方法等の特例） 

４ 令和２年度においては、第９条第３項の「校長」を「校長又は群馬県」と読み替えるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１月２８日から施行する。 

（令和２年度における定義の特例） 

２ 令和２年度においては、第２条第３項の「高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付

金）の取扱いについて（令和２年６月５日付２文科初第３９３号通知）」を「高等学校等修学支援



事業費補助金（奨学のための給付金）の取扱いについて（令和２年６月５日付２文科初第３９３号

通知）及び令和２年度高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金及び専攻科の生徒へ

の奨学のための給付金）における上乗せ支給の取扱いについて」と読み替えるものとする。 

（令和２年度における給付額の特例） 

３ 令和２年６月２５日施行附則第２項の「オンライン学習に係る通信費相当の単価 10,000円を加え

た額を給付する。」を「オンライン学習に係る通信費相当の単価 10,000円及び別途定める上乗せ支

給の単価を加えた額を給付する。」と読み替えるものとする。 

４ 令和２年６月２５日施行附則第３項の「オンライン学習に係る通信費相当の単価 10,000円を加え

た額を給付する。ただし、７月以降に家計が急変し、申請があった者については、家計急変の発生

した日以降の月数（１か月未満は切り捨て）に 1,000円を乗じた額を給付する。」を「オンライン

学習に係る通信費相当の単価 10,000円を加えた額（７月以降に家計が急変し、申請があった者につ

いては、家計急変の発生した日以降の月数（１か月未満は切り捨て）に 1,000円を乗じた額）及び

別途定める上乗せ支給の単価を加えた額を給付する。」と読み替えるものとする。 

５ 前２項の別途定める上乗せ支給の単価は、次のとおりとする。 

（１）通信制以外の高校生等一人当たり 26,100円 

（２）通信制の高校生等一人当たり 12,000円 

（３）当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で、二人目以降の通信制以外の高等学校等に通う高校生等

及び当該世帯に扶養されている高校生等以外に１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養さ

れている兄弟姉妹がいる世帯の、通信制以外の高等学校等に通う高校生等一人当たり 12,000円 

 （注）通信制の高等学校等に通う高校生等を含む複数の高校生等がいる場合には、通信制の高等学

校等に通う高校生等は、全て（２）の単価を用い、通信制以外の高校生等は、全て（３）の単価を用

いる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年６月１０日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月３日から施行する。 



別 記 

 

１ 給付資格 

（１）給付対象世帯の区分 

世帯区分は、次のとおりとする。ただし、認定に当たっての基準日である当該年度の７月１日

（７月２日以降に家計が急変した、家計急変による非課税相当世帯については、家計急変の発生

した月の翌月（家計が急変した日が１日である場合は、家計が急変した月）の１日とし、秋入学

等７月以降に入学することが定められている高等学校等に、７月以降に入学した高校生等のいる

申請者については、教育長が別に定める日とする。以下「基準日」という。）現在、保護者等が

群馬県内に住所を有する世帯に限る。 

ア 生活保護受給世帯 

生業扶助（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３６条の規定による生業扶助をい

う。以下同じ。）が基準日現在、措置されている世帯をいう。 

イ 非課税世帯 

基準日現在、生業扶助が措置されておらず、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村

民税所得割が非課税である世帯をいう。 

  ウ 家計急変による非課税相当世帯 

 基準日現在、生業扶助が措置されておらず、家計急変による経済的理由から、保護者等全

員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯をいう。

（イに該当する場合を除く。） 

 

（２）対象高校生等の範囲 

第２条第７号の高校生等のうち、基準日現在、高等学校等に在学している者。ただし、次のい

ずれかに該当する者を除く。 

ア  児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成１１年４月３０日厚生省

発児第８６号）による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成

費（母子生活支援施設の高校生等を除く。）が措置されている者 

イ  基準日現在、休学している者（ただし、短期間の休学等であって、校長が進級できると判断

した者を除く。） 

 

（３）給付要件 

世帯の区分ごとの要件は、次のとおりとする。 

ア  生活保護受給世帯 

生業扶助が措置されていることが書面により証明されていること。 

イ 非課税世帯（ウに該当する場合を除く。） 

① 当該年度の保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が０円である

こと。 

 ※実際の税額の算定においては、１００円未満の端数は切捨てとなるため、道府県民税所得

割額及び市町村民税所得割額が１～９９円となる場合は非課税となる。したがって、課税証



明書等の内訳において１～９９円と記載されている場合であっても対象となる。 

② 生業扶助が措置されていないことを誓約していること。 

ウ 非課税世帯であって、１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄弟姉妹

がいる高校生等の世帯 

① 基準日現在、１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の子を２人以上扶養している世帯

であって、高校生等のいる世帯であること。 

② イ①及び②に同じ。 

エ 家計急変による非課税相当世帯（オに該当する場合を除く。） 

① 家計急変発生後１年間の年収見込額を推計し、保護者等全員の年収見込額が以下のとおり

であること。  

扶養親族等の人数 年収見込 

扶養親族等なし 1,000,000円以下 

扶養親族等１人（寡婦又は寡夫を除く） 1,704,000円未満 

扶養親族等１人（寡婦又は寡夫） 2,044,000円未満 

扶養親族等２人 2,216,000円未満 

扶養親族等３人 2,716,000円未満 

扶養親族等４人 3,216,000円未満 

※扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者を指す。 

※上記の例に該当しない場合は、個別に確認する。 

※災害等に起因しない離職（定年退職等）は家計急変の対象とはならない。 

② 生業扶助が措置されていないことを誓約していること。 

オ 家計急変による非課税相当世帯であって、１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養

されている兄弟姉妹がいる高校生等の世帯 

① 基準日現在、１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の子を２人以上扶養している世帯

であって、高校生等のいる世帯であること。 

② エ①及び②に同じ。 

 

２ 証明書類等 

（１）生活保護受給世帯 

ア 生活保護受給証明書（生業扶助が基準日現在措置されていることが証明できるもの） 

イ 申請者名義の金融機関預貯金口座が確認できる書類の写し（申請者以外の者（校長を除

く。）を受取人（受任者）とする場合は、その受取人（受任者）名義の金融機関預貯金口座が

確認できる書類の写し） 

※ 金融機関預貯金口座が確認できる書類の写しは、金融機関名、金融機関本支店名・口座種

別・口座番号・口座名義人（カナ）が確認できるものとする。 

ウ 申請者以外の者を給付金の受取人（受任者）とする場合は、委任状（様式第５号の１又は同

号の２） 

 



（２）非課税世帯（（３）に該当する場合を除く。） 

ア 保護者等全員の当該年度の道府県民税及び市町村民税に係る課税証明書（扶養親族等の記載

の省略がされていないもの）、特別徴収税額決定・変更通知書の写し（ただし、勤務先以外か

らの収入がある場合は不可）、納税通知書の写しのいずれか１つ 

イ （１）イ及びウに同じ。 

ウ 保護者等全員と高校生等の表示及び続柄の表示がある住民票（保護者等の一方が別世帯の場

合は、同一世帯の保護者等のみの表示があれば良い。） 

 

（３）非課税世帯のうち、１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄弟姉妹がい

る高校生等の世帯 

ア （２）ア及びイに同じ。 

イ 保護者等全員と高校生等及び１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄

弟姉妹の表示及び続柄の表示がある住民票（保護者等の一方が別世帯の場合は、同一世帯の保

護者等のみの表示があれば良い。） 

ウ 高校生等及び１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄又は姉（通信制

に通う弟又は妹を含む。）の健康保険証の写し 

エ １５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄弟姉妹のうち、通信制に通う

弟又は妹がいる場合は、その者の在学証明書 

 

（４）家計急変による非課税相当世帯（（５）に該当する場合を除く。） 

ア （２）に同じ。 

イ 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類 

   （離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出等） 

ウ 保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類 

（会社作成の給与見込、直近の給与明細（３ヶ月以上）、税理士又は公認会計士の作成した  

証明書類等） 

 

（５）家計急変による非課税相当世帯のうち、１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養され

ている兄弟姉妹がいる高校生等の世帯 

ア （３）に同じ。 

イ （４）イ及びウに同じ。  


